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現状の取組状況の共有とりまとめについて

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

項　目 北陸地整 気象台 福島県 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村
・浸水想定区域図等が洪水に対す
るリスクとして認識されていないこと
が懸念される。

1

・水位予測の精度の問題や長時間
先の予測情報不足から、水防活動
の判断や住民の避難行動の参考と
なりにくい。

2

・阿賀川本・支川（県管理区間）にお
ける避難勧告等の発令に着目した
タイムライン等が未整備であるため
適切な防災情報の伝達に対して懸
念がある。
・タイムラインが実態に合ったものに
なっているかが懸念される。

3

・大規模氾濫による避難者数の増
加や避難場所、避難経路が浸水す
る場合には、住民の避難が適切に
行えないことが懸念される。

4

・大規模氾濫による避難場所周辺
の浸水継続時間が長期に渡る場合
には、住民等が長期にわたり孤立
することが懸念される。

5

・避難に関する情報は水害ハザード
マップ等で周知しているが、住民等
に十分に認知されていないおそれ
がある。 6

・住民参加型の訓練を実施したとし
ても、参加者が一部であり、大多数
への周知が図られていないものと
思われる。 7

・急激な水位上昇等における担当
者による迅速な対応が困難。 8

・防災行政無線が現在のところ整備
されていない地域がある。 9

・大雨・暴風により防災行政無線が
聞き取りにくい状況がある。 10

・WEB等により各種情報を提供して
いるが、住民自らが情報を入手する
までに至っていない懸念がある。 11

・災害時に国・県・市においてWEB
やメール配信による情報発信を行っ
ているが、一部の利用にとどまって
いるため、広く周知・啓発を行い、利
用者の拡大が求められている。 12

・住民の避難行動の判断に必要な
氾濫原を共有する他水系の防災情
報や切迫が伝わるライブ映像等が
提供できていない懸念がある。

13

・災害時の具体的な避難支援や避
難誘導体制が確立されていないた
め、特に要配慮者等の迅速な避難
が確保できないおそれがある。

14

・基本方針（避難誘導
者、避難優先順位等）
は地域防災計画（資料
編）で定められている。

・下記１～３の方法によ
り住民への情報伝達を
行う
１：テレビ、ラジオ、イン
ターネット等による気象
警報等の確認
２：ハザードマップ等に
よる避難時・避難ルート
の確認
３：防災無線、携帯メー
ル等による避難準備情
報

・避難勧告等の伝達
は、防災情報システム
放送（有線屋外スピー
カー）や、町及び消防団
の広報車、、緊急速報
メール、Lアラート、町
HP等の多様な情報伝
達手段を使用し、当該
区域住民の安全確保を
図る。

・区域内の要配慮者施
設に対しても、同様の
手段、または一般加入
電話等により避難情報
の伝達・周知を行い、迅
速かつ安全に避難でき
るよう徹底を図る。

・住民が自主的に避難
するほか、災害応急対
策の第１次的責任者で
ある町長又は避難指示
を発した者がその措置
に当たる。
・避難誘導は収容先で
の救援物資の支給等を
考慮し、できれば自治
区等の単位で行う。

・エリアメール、登録制
メール、広報車での周
知。

現状と課題

(1)避難場所等
・ハザードマップ及び家
庭用防災カルテを平成
26年度に全戸配布。市
ホームページに掲載す
るほか、ハザードマッ
プ、家庭用防災カルテ、
市政だより等で随時周
知を図る。避難場所とし
て、小中学校、県立高
校、会津大学、公民館
などを指定、避難所は
小中学校を指定してい
る。

(2)避難経路
・地域と協議し、避難所
等周辺の危険箇所把
握に努め、避難誘導を
行う際には、災害の状
況に応じた避難経路の
確認を行う。（指定経路
の公表までは行ってい
ない。）

・地域防災計画で定め
た発令基準に基づき、
避難勧告等を行う。

（1）避難所
・湯川村地域防災計画
（資料編）にて策定（洪
水ハザードマップを含
む）、ＨＰにより周知。学
校等の公共施設が主。

（2）避難経路
・湯川村地域防災計画
（資料編）及び洪水ハ
ザードマップにより避難
所や避難経路につい
て、確認しておく。（避難
場所の指定はしている
が、避難経路について
は指定していない）

・地域防災計画、避難
行動計画マニュアルで
定めた発令基準に基づ
き、避難勧告等を行う。

・地域防災計画、避難
行動計画マニュアルで
定めた発令基準に基づ
き、避難勧告等を行う。

1)避難場所
・会津美里町地域防災
計画（一般災害対策
編）にて策定、HPにより
周知。小中学校、公民
館などの公共施設を指
定している。

（2）避難経路
・洪水時の避難経路を
指定し、当該区域住民
の安全確保を図る。
（指定経路の公表まで
は行っていない。）

・国土交通省が基準観
測所の水位により水防
警報を発表している。
・阿賀川・日橋川（国管
理区間）において想定
最大規降雨規模及び河
川整備基本方針に基づ
く計画規模の外力によ
る浸水想定区域図を阿
賀川河川事務所のHP
等で公表している。
・避難勧告の発令判断
の目安となる氾濫危険
情報の発表等の洪水
予報を阿賀川河川事務
所と気象台の共同で実
施している。日橋川で
は水位到達情報を提供
する水位周知を実施し
ている。
・災害発生のおそれが
ある場合は、阿賀川河
川事務所長から沿川自
治体の首長に情報伝達
（ホットライン）を実施し
ている。

・警察、消防及び消防
団や自主防災組織と情
報を共有し、適切な体
制でり避難誘導を行う。
・巡視で得た情報や地
域特性に応じた対応な
ど、状況に応じて総合
的な判断を行う。

・県管理区間について
浸水想定区域図を作成
するなど、自治体が作
成するハザードマップ
の作成支援を実施して
いる。

・阿賀川本・支川（国管
理区間）における避難
勧告に着目した防災行
動計画（タイムライン）を
作成している。

避難誘導
体制

・避難勧告の発令判断
の目安となる氾濫危険
情報の発表等の「指定
河川洪水予報」を阿賀
川河川事務所と気象台
の共同で実施してい
る。
・警報･注意報を発表し
ている。(警戒期間、注
意期間、ピークの時間
帯、最大雨量などの予
測値を記述)

・防災気象情報等を防
災情報提供システム等
により、自治体や報道
機関に伝達している。
・気象情報等を、自治
体や報道機関及び気象
庁ＨＰを通じて住民等
へ伝達している。

・河川水位、洪水予報、
ライブ映像等の情報を
阿賀川河川事務所HP
や報道機関を通じて伝
達している。

・湯川、宮川、田付川は
「福島県水防計画書」で
「水防警報河川」に指定
されているため、出水
により河川水位が「通
報水位」及び「警戒水
位」に達した場合、関係
市町へ「福島県水防警
報」を発令し周知してい
る。
なお、湯川において、避
難時間（リードタイム）
や出水特性（水位上昇
量等）を踏まえ、平成28
年度に基準水位の見直
しを行う予定。

・浸水想定区域図を作
成し公表するなど、自
治体が作成するハザー
ドマップの作成支援を
実施している。

・河川管理者と共同で
洪水予報を発表してい
る。
・警報･注意報を発表し
ている。(警戒期間、注
意期間、ピークの時間
帯、最大雨量などの予
測値を記述)

・河川流域総合情報シ
ステムによる河川水
位、雨量情報等を県の
ホームページを通じて
伝達している。

洪水時における
河川管理者から
の情報提供等
の内容及びタイ
ミング

避難場所・
避難経路

避難勧告等の
発令基準

住民等への情
報伝達の体制
や方法

・警察署、消防署、消防
団の協力を得て、行政
区単位に一時避難所場
所に避難住民を集合さ
えたのち、必要によりあ
らかじめ災害対策本が
指定した指定避難所に
誘導する。
誘導する際は、本部が
指定する避難経路に従
い誘導するが、場合に
よっては、状況に応じ臨
機応変に選択できるよ
う、消防団員・行政区
（自主防災組織）役員
等は、平常時から避難
経路を確認しておく。

・現在、避難行動要支
援者については民生児
童委員の協力を得て体
制を整えているが、今
後は自主防災組織の
支援も考慮する必要が
ある。

・町災害本部において
上表を整理し、避難勧
告等の情報伝達は、
HP、防災行政無線（同
報系）並びに行政区長
並びに消防団から住民
へ伝達、当該地区住民
の安全を図る。
・区域内福祉関係施設
に対しても、災害対策
本部福祉班から各施設
へ直接情報を伝達す
る。
・避難行動要支援者に
対しては、災害対策本
部福祉班から、民生児
童委員並びに支援者に
対し、同様の情報を伝
達、併せて安否確認を
行う。

・市民へ防災メール,エ
リアメールを配信。
・巡視を行い、車両から
スピーカーで広報。
・ＦＭ会津で緊急割り込
み放送を行う。
・区長会を通じて地域
住民へ避難情報の伝
達を行う。

(1)避難場所
・地域防災計画概要版
を市内全戸に配布し、
各地区において説明会
を実施した。
喜多方市地域防災計
画（資料編）にて策定、
防災パンフレット等によ
り周知。小中学校、コ
ミュニティセンターなど
の公共施設が主。

(2)避難経路
・洪水ハザードマップ等
により避難所や避難経
路について、確認して
おく。（指定経路の公表
までは行っていない。）

・地域防災計画、避難
行動計画マニュアルで
定めた発令基準に基づ
き、避難勧告等を行う。

(1）避難所
・地域防災計画書にて
指定、防災マップにて
避難所等を明示、HP、
各地区コミセンにて閲
覧可能（希望者には計
画書を配布）。小中学
校、公民館などの公共
施設を指定している。

（2）避難経路
・地域防災計画上、「避
難経路は、できる限り
危険な道路、橋、堤防、
その他新たに災害発生
のおそれのある場所を
避け、安全な経路を選
定すること。この場合な
るべく身体壮健者、そ
の他適当な者に依頼し
て避難者の誘導措置を
講ずること。」としてお
り、指定経路の特に定
めていない。
しかしながら、緊急輸送
路は、各避難所に通じ
る路線すべてを第１次
から第３次各路線として
指定ししていることか
ら、当該路線を関係機
関と連携し、道路啓開
に当たる。

・地域防災計画、避難
行動計画マニュアルで
定めた発令基準に基づ
き、避難勧告等を行う。



　②水防に関する事項

項　　目 北陸地整 気象台 福島県 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村
・HP等の防災情報の持つ意味やそ
の後の対応について共有するため
の継続的な広報等が必要である。

15

・優先的に水防活動を実施すべき
箇所の特定・共有が難しい。

16

・河川巡視等で得られた情報につい
て、水防団等と河川管理者で共有
が不十分であり、適切な水防活動
に懸念がある。

17

・水防団員が減少・高齢化等してい
る中でそれぞれの受け持ち区間全
てを回りきれないことや、定時巡回
ができない状況にある。

18

・水防活動を担う水防団員（消防団
員）は、水防活動に関する専門的な
知見等を習得する機会が少なく、的
確な水防活動ができないことが懸
念される。

19

・水防資機材の不足、劣化状況の
確認、各機関の備蓄情報の共有等
が不十分であり、適切な水防活動
に懸念がある。
・水防団員の高齢化や人数の減少
により従来の水防工法では迅速に
実施できるか懸念がある。

20

・鬼怒川での堤防決壊箇所の復旧
内容を踏まえ、阿賀川での堤防決
壊時の資機材の再確認が必要であ
る。

21

　③氾濫水の排水、施設引用等に関する事項

項　　目 北陸地整 気象台 福島県 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村
・排水すべき水のボリュームが大き
く、現状の施設配置計画では、今後
想定される大規模浸水に対する早
期の社会機能回復の対応を行えな
い懸念がある。

22

・現状において早期の社会機能回
復のために有効な排水計画がない
ため、既存の排水施設、排水系統
も考慮しつつ排水計画を検討する
必要がある。

23

　④河川管理施設の整備に関する事項

項　　目 北陸地整 気象台 福島県 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村
・計画断面に対して高さや幅が不足
している堤防や流下能力が不足し
ている河道があり、洪水により氾濫
するおそれがある。

24

・堤防の漏水や侵食など越水以外
にも洪水に対するリスクが高い箇所
が存在している。 25

・洪水に対するリスクが高いにも関
わらず、住民避難等の時間確保に
懸念がある。 26

・出水期前に、自治体、
水防団等と重要水防箇
所の合同巡視を実施し
ている。
・出水時には河川巡視
を実施している。

・会津美里町地域防災
計画第3版（一般災害
対策編）P97の伝達系
統図の通り。

現状と課題
・河川の水位が水防団
待機水位に達した場
合、水防団等関係機関
に周知。

現状と課題

・出水期前に、河川事
務所、県と重要水防箇
所の合同巡視を実施し
ている。
・河川水位の上昇が見
込まれる場合は市及び
水防団が危険箇所の
巡視を行う。

・水防計画により消防
団各分団の受け持ち区
間を定めている。
宮川（両岸）・阿賀川
（左岸）・旧宮川（和泉
川原・茶屋町周辺）

・水防団待機水位に達
すると、水防団等関係
機関で河川の巡視警戒
を実施している。

・水防団待機水位に達
すると水防団に出動で
きる態勢を依頼し、必要
に応じて河川の巡視を
実施している。

・災害時応援協定に基
づき、建設業組合及び
アクティオに対し、排水
資器材の応援を求め
る。

・排水施設の近くの方
に委託している。

現状と課題

・災害対応時において、
仮に停電が発生した場
合においても非常用発
電機により120時間分
の電力を確保し、引き
続き防災気象情報の発
表が可能となっている。

水防資機材の
整備状況

既存ダムにおけ
る洪水調節の現
状

・消防ポンプによる排水
作業を実施している。

記載なし。

・水防倉庫並びに備蓄
資材の準備状況につい
て、水防計画書に記載
している。

・河川流域総合情報シ
ステムによる河川水
位、雨量情報等を県の
HPを通じて伝達してい
る。
・異常気象時における
職員参集体制におい
て、情報提供できる職
員を必ず配備している。

堤防等河川管
理施設の現状
の整備状況及び
今後の整備内
容

・固定堰であった洗堰
の改修が平成２５年６
月に完了したことから、
平成２６年度に湯川・古
川合流点を一部河道開
削した。平成２７年度
は、国管理界直上流の
河道掘削を実施し、今
後下流から順次、環境
への影響を極力抑える
よう、湯川・古川の河道
開削を進めている。

・計画断面に満たない
堤防や流下能力が不
足する箇所に対し、上
下バランスを保ちながら
堤防整備、河道掘削な
どを推進している。
・堤防の漏水や侵食な
ど越水以外にも水害リ
スクが高い箇所につい
て、整備を推進してい
る。

・東山ダムでは自然調
整方式で運用し、下流
域の被害を軽減させて
いる。

・水防資機材について
は、水防管理団体が水
防倉庫等に備蓄してい
るが、河川管理者が持
つ資機材も水防計画に
基づき緊急時に提供で
きる状態である。
・劣化しやすい資材を
重点的に更新すること
とし、機材が適正に稼
働するかの確認を１回
／月程度行っている。

河川水位
等に係る
情報提供

河川の
巡視区間

市町村庁舎、災
害拠点病院等
の水害時におけ
る対応

・停電が発生した場合
においても非常用発電
機により72時間分の電
力を確保している。

排水施設、排水
資機材の操作・
運用

・排水ポンプ車や照明
車等の災害対策車両・
機器において、平常時
から定期的な保守点検
を行うとともに、機械を
扱う職員等への訓練・
教育も実施し、災害発
生による出動体制を確
保している。
・樋門の操作点検を出
水期前に実施してい
る。

・防災ステーション、水
防倉庫等に水防資機材
を備蓄している。

・洪水調節機能を有す
るダムで洪水を貯留す
ることにより、下流域の
被害を軽減させてい
る。

・洪水時の水門や樋管
等の閉鎖等他動的原
因による湛水歴のある
地域については、新た
な排水施設や改良工事
を施行し、必要な浸水
対策を図る。

・ライフジャケットなど水
防用資材を水防倉庫に
計画的に配備。
・市内10箇所に土のう
置き場を設け、出水時
に住民が自由に使用可
能な状態である。

・樋門等の操作につい
て市町村に委託してい
る。

・はん濫注意水位に達
し、今後も水位が上昇
し続けると判断される場
合、関係機関に周知。

○情報伝達ルート
水防計画書　「７水防に
関する連絡体制」のと
おり

・水防警報等を受けた
場合は、水防団に依頼
し河川の巡視を実施し
ている。
また、水位上昇が見込
まれる場合は、防災行
政無線、広報車、コミュ
ニティＦＭなどにより周
知する。

・１つ以上の気象警報
が発表された場合、防
災情報メールによる市
民への広報を行う。
・水位上昇により避難
準備情報等を発令する
場合、緊急速報メー
ル、防災情報メール、
市HP、ＦＭあいづ、消
防団による広報、区長
への連絡などにより周
知する。

・災害発生のおそれが
ある場合は、阿賀川河
川事務所長から沿川自
治体の首長に情報伝達
（ホットライン）をしてい
る。
・河川水位、洪水予報、
ライブ映像等の情報を
WEBや報道機関を通じ
て伝達している。

・河川管理者と共同で
洪水予報を発表し、報
道機関等を通じて伝達
している。

・市庁舎が被災した場
合、防災拠点施設の代
替施設として水道部、
北会津支所、河東支
所、生涯学習センター
を指定する。
・会津若松医師会と連
携し、臨時救護所から
重症病者を搬送できる
医療機関を確保する。

・本庁舎が被災した場
合または被災するおそ
れのある場合は、状況
に応じて市内の公共施
設を代替施設とする。
・喜多方医師会と連携
し、傷病者を搬送できる
医療機関を確保する。

・本庁舎が被災した場
合または被災するおそ
れがある場合は、中央
公民館に災害対策本部
を設置（業務継続計画
より）
・浸水想定区域内にあ
る福祉等関係事業所に
対し、水防計画の定め
のとおり関係事業所に
早め情報伝達を図る。

・災害対策本部設置場
所である高田庁舎が被
災した場合または被災
するおそれがある場合
は、新鶴庁舎に災害対
策本部を設置する。

・庁舎が被災した場合、
村公民館等の他公共
施設に災害対策本部を
設置。

・水防計画により整備

○町保有の水防資材
水防計画書「第１０ 水
防資材－１ 町水防備
蓄器材・資材一覧表」
のとおり

・道の駅（水防セン
ター）に水防資機材を
整備した。（Ｈ２６）

・河川事務所等と連携
し、排水ポンプ車により
排水。

・水防警報を受けたとき
は、直ちに各河川の水
防受持区域の水防団
分団長（消防団分団
長）に対し通報を通知
し、必要団員を河川及
び水門、樋門等の巡視
を行うよう指示する。

・今年度はUV対応の土
のう袋等を購入し、各
地区に土のう置場を設
置した。

・市街地、重要水防区
域等、特に巡視を強め
る必要のある区間につ
いては、出水時に河川
巡視を実施している。そ
の他区間についても日
常的に巡視を実施して
いる。



現状の取組状況の共有とりまとめについて(詳細版)

　本資料は各市町の地域防災計画(いずれもホームページで公開)記載事項の抜粋を主として作成。

　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

項　目 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村

避難場所・
避難経路

(1)避難場所・避難所
市ホームページに掲載するほか、ハザード
マップ、家庭用防災カルテ、市政だより等で随
時周知を図る。「避難場所」として、小中学
校、県立高校、会津大学、公園及び体育館等
を指定。なお、公共施設以外にも、民間事業
所等の協力を得て、避難場所の指定を行う。
また、「避難所」は、原則として小中学校を指
定し、加えて民間事業所等の協力により基準
を満たす地域の民間事業所の施設等につい
ても指定する。なお、地区公民館やコミュニ
ティセンターは、自主避難者等の一時的な受
け入れ施設として位置づける。

(2)避難経路
地域と協議し、避難場所や避難所等周辺の
危険箇所把握に努め、避難誘導を行う際に
は、災害の状況に応じた避難経路を明らかに
するとともに、広域避難が必要な場合に備え
て、そのルートの確認を行う。（指定経路の公
表までは行っていない。）

※市地域防災計画　第２編　災害予防計画
第５章　避難・誘導体制づくり　より

(1)避難場所
喜多方市地域防災計画（資料編）にて策
定、防災パンフレット等により周知。小中学
校、コミュニティセンターなどの公共施設が
主。

(2)避難経路
洪水ハザードマップ等により避難所や避難
経路について、確認しておく。（指定経路の
公表までは行っていない。）

(3)避難の考え方、避難所の位置、避難に
あたっての注意事項等を、避難所案内標
識灯の設置、広報誌や防災パンフレット等
の配布、ハザードマップの作成及び配布、
市ホームページへの掲載、防災訓練等の
実施などの方法により住民に周知徹底を
図る。

※喜多方市地域防災計画H26.11

(1）避難所
・地域防災計画書にて指定（資料編１７指定避難
所、１８指定緊急避難場所）
・防災マップにて避難所等を明示
・HP、各地区コミセンにて閲覧可能（希望者には
計画書を配布）

（２）避難経路
地域防災計画上、「避難経路は、できる限り危険
な道路、橋、堤防、その他新たに災害発生のおそ
れのある場所を避け、安全な経路を選定するこ
と。この場合なるべく身体壮健者、その他適当な
者に依頼して避難者の誘導措置を講ずること。」
としており、指定経路の特に定めていない。
しかしながら、緊急輸送路は、各避難所に通じる
路線すべてを第１次から第３次各補選として指定
ししていることから、当該路線を関係機関と連携
し、道路啓開に当たる。

1)避難場所
会津美里町地域防災計画（一般災害対策
編）にて策定、HPにより周知。小中学校、公
民館などの公共施設を指定している。

（2）避難経路
　洪水時の避難経路を指定し、当該区域住
民の安全確保を図る。　（指定経路の公表ま
では行っていない。）

※会津美里町地域防災計画第3版（一般災
害対策編）P52～Ｐ53、P126

（１）避難所
湯川村地域防災計画（資料編）にて策定（洪水ハ
ザードマップを含む）、ＨＰにより周知。学校等の公
共施設が主。

（２）避難経路
・湯川村地域防災計画（資料編）及び洪水ハザー
ドマップにより避難所や避難経路について、確認
しておく。（避難場所の指定はしているが、避難経
路については指定していない）

住民等への
情報伝達の
体制や方法

・総合的な情報提供は、市ホームページを基
本とし、また、通信連絡手段として防災メール
をはじめとする携帯メールやＳＮＳ等を活用。
さらには、広報チラシ等も活用。

・最新の災害情報は、市のホームページで公
表するものとし、一定程度情報を整理した内
容を広報チラシ、ＦＭラジオ、テレビ等で周
知。

・要配慮者の中で、自力での避難行動が困難
である高齢者や障がい者等については、避難
行動要支援者と位置づけ、名簿登録や個別
支援計画等の作成を行う。また、広く関係者
による支援体制を構築するため、対象者の本
人同意による地域や関係機関への名簿情報
提供を進めるとともに、個人情報保護に配慮
しながら、災害時には支援関係者に情報を提
供できる体制を構築する。

市地域防災計画　第２編　災害予防計画　第
９章　災害時に備えた要配慮者の安全確保
及び　第３編　災害応急対策計画　第４章　災
害時の広報　より

・災害が発生し、又は発生するおそれのあ
る場合は、市防災会議委員はそれぞれの
属する機関を通じ災害に関する情報の収
集に努めるものとし、収集した情報等はす
みやかに市防災会議会長あて通報するも
のとする。

・市防災会議会長は、収集した情報等につ
いて関係機関の業務等に連絡するもの
は、市防災会議委員又は関係災害対応責
任者に通報するものとする。

下記１～３の方法により住民への情報伝達
を行う
１：テレビ、ラジオ、インターネット等による
気象警報等の確認
２：ハザードマップ等による避難時・避難
ルートの確認
３：防災無線、携帯メール等による避難準
備情報

※喜多方市地域防災計画　Ｈ26.11

（1）避難準備情報・避難勧告・避難指示の伝達は
○住民等への伝達
・防災行政無線（同報系）・広報車・消防車両
・自主防災組織（行政区長）－電話・fax
・公式HP
○避難行動要支援者
・支援者事前登録者－電話・fax
・避難行動要支援者－電話・fax
にて迅速に伝達する。
○防災関係機関－電話・fax

避難行動計画により

・避難準備情報、避難勧告等の伝達は、防災
情報システムと併用して、広報車による伝達
や、携帯電話への緊急速報メール、自主防
災組織等による声かけ等、あらゆる手段を用
いて避難情報が迅速かつ確実に住民に伝達
できるような体制を整備するとともに、住民に
対して使用する伝達手段を周知する。

・浸水想定区域内の要配慮者が利用する施
設について、当該施設の利用者の洪水時の
円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう、
洪水予報、避難準備情報、避難判断水位（特
別警戒水位）到達情報、避難勧告及び避難
指示の各情報について、防災情報システム
放送、一般加入電話及び車両広報を軸として
伝達を行う。

※会津美里町地域防災計画第3版（一般災
害対策編P73、P123）

・エリアメール、登録制メール、広報車での周知。

避難勧告等
の発令基準

(1)避難準備情報
阿賀川（馬越）洪水予報河川
ア～エのいずれか１つに該当する場合
ア　水位が避難判断水位に到達し、かつ、上
流域の河川水位が上昇している場合
イ　水位が避難判断水位に到達し、かつ、は
ん濫警戒情報において引き続きの水位上昇
が見込まれている場合
ウ　日没までの時点で、夜間に水位が避難判
断水位に到達すると見込まれる場合
エ　漏水等が発見された場合

阿賀川以外の河川（水位周知河川）
ア　水位が避難判断水位に到達した場合
イ　水位がはん濫注意水位に到達し、上流域
の水位や降雨状況、気象情報から、なお上昇
が見込まれる場合
ウ　日没までの時点で、夜間に水位が避難判
断水位に到達すると見込まれる場合
エ　漏水等が発見された場合

（2）避難勧告
阿賀川（馬越）洪水予報河川
ア　水位が氾濫危険水位に到達した場合
イ　水位が避難判断水位を超えた状態で、は
ん濫警戒情報の水位予測により、急激な水位
上昇による氾濫のおそれのある場合
ウ　日没までの時点で、夜間に水位が氾濫危
険水位に到達すると見込まれる場合
エ　異常な漏水等が発見された場合

阿賀川以外の河川（水位周知河川）
ア　水位が氾濫危険水位に到達した場合
イ　水位が避難判断水位に到達し、上流域の
水位や降雨状況、気象情報から、なお　上昇
が見込まれる場合
ウ　日没までの時点で、夜間に水位が氾濫危
険水位に到達すると見込まれる場合
エ　異常な漏水等が発見された場合

（3）避難指示
阿賀川（馬越）洪水予報河川
ア　水位が堤防天端高に到達するおそれが
高い場合
イ　異常な漏水の進行や亀裂・すべり等によ
り決壊のおそれが高まった場合
ウ　決壊や越水・溢水の発生又は氾濫発生情
報が発表された場合
エ　樋門・水門等の施設の機能支障が発見さ
れた場合（避難対象はエリアを限定する）

阿賀川以外の河川（水位周知河川）
ア　水位が堤防高に到達するおそれがある場
合
イ　異常な漏水の進行や亀裂・すべりの発生
等により決壊のおそれが高まった場合
ウ　決壊や越流が発生した場合
エ　樋門・水門等の施設の機能支障が発見さ
れた場合（避難対象はエリアを限定する）

※市防災計画　第３編　災害応急対策計画
第６章　避難対策　より

(1)避難準備情報
・関係する河川の観測所において、氾濫注
意水位（警戒水位）を超え、かつ当該河川
上流域の水位・気象予報等から引き続き
水位の上昇が見込まれる場合
【氾濫注意水位】
１．日橋川（南大橋観測所）３．２０ｍ
２．阿賀川（山科観測所）２．７０ｍ
３．大塩川(熊倉観測所）１．８０ｍ
４．田付川(高吉観測所)１．２０ｍ
５．濁川（半在家観測所）１．２０ｍ
６．濁川（山郷道下観測所）１．８０ｍ
７．一の戸川（寺内観測所）１．５０ｍ

(2)避難勧告
・関係する河川の観測所において、氾濫危
険水位（警戒水位）に達することが見込ま
れる場合、及び避難判断水位に達し、さら
に水位の上昇が見込まれる場合
・堤防の決壊につながるような漏水等を発
見した場合
【避難判断水位】
１．日橋川（南大橋観測所）３．８４ｍ
２．阿賀川（山科観測所）６．２８ｍ

(3)避難指示
・災害の前兆現象の発生や現在の逼迫し
た状況から、災害の発生する危険性が非
常に高いと判断された場合（関係する河川
の観測所において、はん濫危険水位を超
え、さらに水位の上昇が見込まれる場合
等）
【氾濫危険水位】
１．日橋川（南大橋観測所）４．９６ｍ
２．阿賀川（山科観測所）７．６０ｍ

※喜多方市地域防災計画　H26.11

（１）避難準備情報
・関係する河川の観測所において、氾濫危険水
位を超え引き続き水位の上昇が見込まれる場
合。
【宮古観測所】
○上開津、中開津、新村、海老沢、金上、村田新
田、太田谷地の各行政区
・避難判断水位（4.00ｍ）に到達
・２時間後に氾濫危険水位（5.19ｍ）に到達
○束原、細工名、村田、履形、五香（堤防の近傍
地区）の各行政区
・避難判断水位（4.00ｍ）に到達
・３時間後に氾濫危険水位（5.19ｍ）に到達
【山科観測所】
○西青津、三谷、和泉川原、中政所、大上の各行
政区
・避難判断水位（6.30ｍ）に到達
・２時間後に氾濫危険水位（7.70ｍ）に到達
○立川、沼越、青木、青津（堤防の近傍地区）の
各行政区
・避難判断水位（6.30ｍ）に到達
・３時間後に氾濫危険水位（7.70ｍ）に到達

（２）避難勧告
・関係する河川の観測所において、氾濫危険水
位に達し、引き続き水位の上昇が見込まれる場
合。
または、河川管理施設の異常が確認された場
合。
【宮古観測所】
○上開津、中開津、新村、海老沢、金上、村田新
田、太田谷地の各行政区
・氾濫危険水位（5.19ｍ）に到達
・河川管理施設の異常（漏水等破堤につながるお
それの被災等）を確認
・２時間後に氾濫危険水位（5.19ｍ）に到達
○束原、細工名、村田、履形、五香（堤防の近傍
地区）の各行政区
・１時間後に氾濫危険水位（5.19ｍ）に到達
・河川管理施設の異常（漏水等破堤につながるお
それの被災等）を確認
【山科観測所】
○西青津、三谷、和泉川原、中政所、大上の各行
政区
・河川管理施設の異常（漏水等破堤につながるお
それの被災等）を確認
・氾濫危険水位（7.70ｍ）に到達
○立川、沼越、青木、青津（堤防の近傍地区）の
各行政区
・河川管理施設の異常（漏水等破堤につながるお
それの被災等）を確認
・１時間後に氾濫危険水位（7.70ｍ）に到達

（３）避難指示
・災害の前兆現象の発生や現在の逼迫した状況
から、災害の発生する危険性が非常に高いと判
断された場合。
【宮古観測所】
○上開津、中開津、新村、海老沢、金上、村田新
田、太田谷地の各行政区
・破堤を確認
・河川管理施設の大規模異常（堤防本体の亀裂、
大規模漏水等）を確認
○束原、細工名、村田、履形、五香（堤防の近傍
地区）の各行政区
・破堤を確認
・河川管理施設の大規模異常（堤防本体の亀裂、
大規模漏水等）を確認
・氾濫危険水位（5.19ｍ）に到達
【山科観測所】
○西青津、三谷、和泉川原、中政所、大上の各行
政区
・破堤を確認
・河川管理施設の大規模異常（堤防本体の亀裂、
大規模漏水等）を確認
○立川、沼越、青木、青津（堤防の近傍地区）の
各行政区
・破堤を確認
・河川管理施設の大規模異常（堤防本体の亀裂、
大規模漏水等）を確認
・氾濫危険水位（7.70ｍ）に到達

避難行動計画により

避難準備情報
 観測所において、避難判断水位を超過した
場合、はん濫警戒情報等の水位予測におい
て、今後更に水位の上昇が見込まれる場合
 堤防において漏水や侵食等が発見された
場合
（避難が必要な状況が夜間・早朝になると想
定される場合の判断基準）
 判断する時点（夕刻）での河川の水位、今
後の気象予測等から、夜間・早朝に別表の観
測所において避難判断水位を超過すること
が見込まれる場合
 降雨を伴う台風が夜間から明け方に接近、
通過し、多量の降雨が見込まれる場合

避難勧告
 観測所において、避難判断水位を超過した
場合、はん濫警戒情報等の水位予測により、
水位が計画高を超過することが見込まれる
場合、又は、急激な水位上昇によるはん濫の
おそれがある場合
 観測所において、はん濫危険水位を超過し
た場合のうち、今後の気象情報等から避難
指示を発令するまでには至らない場合
 流域雨量指数が警報値に達した場合
 異常な漏水等が発見された場合
（避難が必要な状況が夜間・早朝になると想
定される場合の判断基準）
 判断する時点（夕刻）での河川の水位、今
後の気象予測等から、夜間・早朝にはん濫危
険水位を超過することが見込まれる場合、若
しくははん濫が発生すると見込まれる場合

避難指示
 観測所において、はん濫危険水位を超過し
た場合のう　ち、今後更に水位の上昇が見込
まれる場合、又は計画高水位に到達するお
それが高い場合（越水・溢水のおそれのある
場合）
 堤防における異常な漏水の進行や亀裂・す
べり等により、決壊のおそれが高まった場合
 堤防の決壊や越水・溢水の発生又ははん
濫発生情報が発表された場合

※会津美里町避難勧告等の判断・伝達マ
ニュアルより

避難準備情報
・人的被害の発生する可能性が高まった場合にお
いて、避難行動に時間を要する者が避難行動を
開始する必要があると認められるとき。
避難勧告
・災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
において、特に必要があると認められるとき。
避難指示
・災害が発生し、又は発生するおそれがある場合
において、特に必要があると認められるとき。



　① 情報伝達、避難計画等に関する事項

項　目 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村
住民が自主的に避難するほか、災害応急対
策の第１次的責任者である町長又は避難指
示を発した者がその措置に当たる。

(1)避難経路は、できる限り危険な道路、橋、
堤防、その他新たに災害発生のおそれのあ
る場所を避け、安全な経路を選定すること。
この場合なるべく身体壮健者、その他適当な
者に依頼して避難者の誘導措置を講ずる。
(2)危険な地点には標示、なわ張りを行うほ
か、状況により誘導員を配置し安全を期す
る。
(3) 高齢者や障がい者等の要配慮者につい
ては、適当な場所に集合させ、車両等による
輸送を行う。
(4) 誘導中は事故防止に努めること。
(5) 避難誘導は収容先での救援物資の支給
等を考慮し、できれば自治区等の単位で行
う。

※会津美里町地域防災計画（第3版）Ｐ123～
P124

　②水防に関する事項

項　　目 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村

河川水位
等に係る
情報提供

市地域防災計画P９６、９７の「関係機関災害
情報連絡系統図」の通り。

　気象状況および洪水予報の通知は、福
島地方気象台から福島県災害対策課を介
して気象情報等メール配信システムにより
伝達する。

　喜多方市から、市防災行政無線（同報
系）、コミュニティ放送、市及び消防の広報
車、サイレン、インターネット等多様な情報
伝達手段を使用し、当該区域住民の安全
確保を図るものとする。

※喜多方市地域防災計画H26.11

・災害対策本部より直接消防団へ連絡
・防災行政無線（同報系）を通じて各水位超過ご
とに周知。状況により水防団（消防団・行政区）へ
直接連絡をする。

避難行動計画により

会津美里町地域防災計画第3版（一般災害
対策編）P97の伝達系統図の通り。

※会津美里町地域防災計画第３版より

・河川の水位が水防団待機水位に達した場合、水
防団等関係機関に周知。

河川の
巡視区間

・次の事態が生じた場合には、出動指令を発
し、速やかに所轄の水防団を非常配備につ
かせる。
⑴　水防管理者が自らの判断により必要と認
めたとき。
⑵　所轄河川等が氾濫注意水位（警戒水位）
に達する等、治水上の危険が生じたとき。
⑶　水防法第16条による水防警報が発表され
たとき。
⑷　その他、県地方水防本部からの指示が
あったとき。

※市水防計画より

・消防団の各分団受持区域あり、出動指令
を受けて巡視を実施する。

・消防団の各分団受持区域一覧表の通り。

水防計画書第１１水防活動等８河川、堤防の巡
視等により

水防警報を受けたときは、直ちに各河川の水
防受持区域の水防団分団長（消防団分団
長）に対し通報を通知し、必要団員を河川及
び水門、樋門等の巡視を行うよう指示する。

※会津美里町防災計画書第3版（一般災害
対策編）P112

・水防団待機水位に達すると、水防団等関係機関
で河川の巡視警戒を実施している。

水防資機材
の整備状況

・水防倉庫並びに備蓄資材の準備状況につ
いて、水防計画資料編に記載している。

※市水防計画より

・災害対策本部として使用する場所は、災
害対策活動の拠点として有効に機能する
よう、あらかじめ特定しておくとともに、非常
通信設備、ファクシミリ、複写機等の必要な
備品ならびに必要図書、帳票類を平常時
から整備しておく。
・本庁舎では、非常用電源施設となってい
る。

・水防資材備蓄一覧表の通り。

水防計画書第１０水防資器材のとおり

・水防倉庫並びに備蓄資材の準備状況につ
いて、水防計画書に記載している。

※会津美里町水防計画書H28.3　P14

・道の駅（水防センター）に水防資機材を整備し
た。（Ｈ２６）

市町村庁
舎、災害拠
点病院等の
水害時にお
ける対応

・防災拠点施設の代替施設として、生涯学習
総合センター（會津稽古堂）、水道部庁舎、北
会津支所、河東支所を指定。

・会津若松医師会等の協力により、医療施設
等について調査を行い、被災状況等を把握。
被災状況に応じて、入院患者等の転院等の
対応が必要な場合は、消防署等関係機関と
の連携のもと対応し、救護所から搬送される
重傷病者の収容医療機関を確保。

※市地域防災計画　第２編　災害予防計画
第１章　災害に強い体制づくり、及び第３編
災害応急対策計画　第８章　応急医療・救護
対策　より

・本庁舎が被災した場合または被災するおそれが
ある場合は、中央公民館に災害対策本部を設置
（業務継続計画より）
・浸水想定区域内にある福祉等関係事業所に対
し、水防計画の定めのとおり関係事業所に早め
情報伝達を図る。

記載なし。

※会津美里町防災計画書第3版（一般災害
対策編）より

・庁舎が被災した場合、村公民館等の他公共施設
に災害対策本部を設置。

　③氾濫水の排水、施設引用等に関する事項

項　　目 会津若松市 喜多方市 会津坂下町 会津美里町 湯川村

排水施設、
排水資機材
の操作・運
用

・あらかじめ関係機関での緊急時連絡体制を
構築するとともに、ポンプ車による排水装備、
さらには土嚢など対応に必要な資材・機材・
装備の充実に努める。

※市地域防災計画　第２編　災害予防計画
第４章　地震以外の災害対策　より

水防計画により
第16　排水樋管及び河川水門等管理
　水門の操作責任者は、ゲート等の操作を確実に
実施し、水害の発生を未然に防止するものとす
る。
　　また、水門（樋門等）の管理者は、危機の異常
等により操作が不可能または著しき困難となった
ときは、水防団等の応援を要請し、適切な処置を
講ずる。により実施。

洪水時の水門や樋管等の閉鎖等他動的原
因による湛水歴のある地域については、新た
な排水施設や改良工事を施行し、必要な浸
水対策を図る

※会津美里町防災計画書第3版（一般災害
対策編）P31

消防ポンプによる排水作業を実施している。

避難誘導
体制

・警察署や消防と連携して以下の対策に取り
組み、住民が円滑に避難できる体制を整備す
る。また、災害時応援協定を締結している警
備会社等が、これに協力する体制で行う。
①.避難誘導体制の整備
　大規模災害発生時に避難場所への円滑な
誘導を行うため、地域の危険箇所等を踏まえ
た避難誘導体制・方法を検討し、災害時に備
える。
②.広報活動の推進
　大規模災害発生時に避難者の避難行動の
円滑な実施と緊急車両の通行を確保するた
め、日頃から適切な広報活動を行う。
③.避難行動要支援者の避難支援
　災害時において、自主避難が困難な高齢者
や障がい者等の「避難行動要支援者」につい
ては、避難行動準備情報の提供や地域によ
る対応など、早期に避難できる体制の整備に
努める。

・観光客等に公共交通機関運行情報や避難
所・避難場所情報等をホームページ等を活用
して周知し、避難誘導する体制づくりを進め
る。

市地域防災計画　第２編　災害予防計画　第
５章　避難・誘導体制づくり　より

(1)避難誘導者
　喜多方警察署、消防機関の職員及び団
員が実施するものとし、自治会あるいは職
場、学校等を単位とした集団避難を行う。
また事前に誘導責任者を定めておくものと
する。

（2）避難誘導
　避難場所の看板に災害ごとの表示を行
い、避難場所を避難者に徹底させるため、
広報宣伝を行う。また災害の規模等により
避難場所および避難経路を臨機応変に選
択等対処できるよう誘導責任者は平常か
ら心がけておくものとする。

（3）避難順位
　誘導に当たっては、高齢者、障害者、乳
幼児、病人等の要援護対象者を優先する
ものとする。自力で避難できない場合、ま
たは避難経路中危険がある場合、寝たきり
老人、子供の避難については出来るだけ
車両を利用して行う。

※喜多方市地域防災計画H26.11

(1)避難誘導者
・警察署・消防機関の職員・水防団員(消防団
員）・行政区（自主防災組織）・町職員
が実施する。

（2）避難誘導
・避難経路は、できる限り危険な道路、橋、堤防、
その他新たに災害発生のおそれのある場所を避
け、安全な経路を選定すること。この場合なるべく
身体壮健者、その他適当な者に依頼して避難者
の誘導措置を講ずること。
・危険な地点には標示やなわ張りを行うほか状況
により誘導員を配置し安全を期すこと。
・高齢者や障がい者等の要配慮者については、
適当な場所に集合させ、車両等による輸送を行う
こと。
・誘導中は事故防止に努める。
・避難誘導は受入先での救援物資の支給等を考
慮し、できるかぎり町内会等の単位で行うこと。

（3）避難順位
・要配慮者を含め、避難の順位は、おおむね次の
順序によるものとする。
　　ア　傷病者
　　イ　高齢者等要配慮者
　　ウ　歩行困難な者
　　エ　幼児
　　オ　学童
　　カ　女性
　　キ　上記以外の一般住民
　　ク　災害応急対策従事者
　　ケ　ペット
・避難行動要支援者の避難支援
　避難行動要支援者の生命または身体を保護す
るため、災害発生時には、避難支援等関係者が、
あらかじめ町から提供された避難行動要支援者
名簿を基に避難支援等を行うとともに、町は平時
からの情報提供について同意していない避難行
動要支援者についての情報も、避難支援等関係
者その他の者に提供し、避難支援等の協力を要
請する。
（１）避難支援等関係者等の対応原則
　　　避難支援等関係者はあらかじめ町から提供
され　ている避難行動要支援者名簿に基づき避
難行動要支援者の避難支援等を行うが、避難支
援等の実施に当たっては、避難支援等関係者本
人または家族等の生命または身体の安全を守る
ことを前提とした上で、できる範囲で行うものとす
る。
　（２）避難支援等関係者等の安全確保措置
　　　　町は、避難行動要支援者及び避難支援等
関係者に対して、避難の必要性や避難行動要支
援者名簿の活用等について説明するとともに、避
難支援等を行う避難支援等関係者の安全確保の
ための措置をとる。

地域防災計画により

・基本方針（避難誘導者、避難優先順位等）は地
域防災計画（資料編）で定められている。
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